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特集　相馬の漁業

相馬の漁業

﹁
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﹂
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﹂
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試
験
操
業
は
、
漁
獲
の
規
模
や

日
数
を
限
定
し
、
操
業
と
販
売
を

試
験
的
に
実
施
す
る
も
の
で
、
3

魚
種
の
み
を
対
象
と
し
て
平
成
24

年
6
月
に
開
始
。

　

出
荷
先
で
の
評
価
を
調
査
し
つ

つ
、
流
通
を
通
じ
、
福
島
県
の
海

産
魚
介
類
の
安
全
性
を
Ｐ
Ｒ
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
操
業
で
し
た
。

　

将
来
目
指
す
べ
き
本
格
操

業
は
、
操
業
体
制
、
水
揚
げ

量
、
流
通
量
が
震
災
前
の
水

準
に
回
復
し
た
操
業
で
す
。

　

県
を
越
え
、
互
い
の
漁
場

を
行
き
来
す
る
「
相
互
入
会

漁
業
」
に
よ
る
他
県
沖
操
業

の
回
復
を
含
み
ま
す
。

︻
試
験
操
業
︼

　

東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
被
害

を
受
け
た
生
産
・
流
通
体
制
の
復

旧
、
放
射
性
物
質
検
査
で
の
安
全

性
確
保
、
対
象
魚
種
・
操
業
海
域

の
拡
大
な
ど
を
経
て
、
令
和
3
年

4
月
か
ら
本
格
操
業
へ
移
行
す
る

●
本
格
操
業
と
は

︻
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
︼

た
め
の
拡
大
操
業
に
切
り
替
わ
り

ま
し
た
。

　

現
時
点
で
は
、
出
漁
日
が
微
増

し
た
程
度
の
前
進
で
す
が
、
東
京

の
中
央
市
場
を
は
じ
め
と
し
た
卸

売
市
場
の
ニ
ー
ズ
の
回
復
や
、
将

来
の
本
格
操
業
を
見
据
え
た
準
備

を
一
歩
ず
つ
進
め
て
い
ま
す
。

︻
が
ん
ば
る
漁
業
︼

　

相
馬
の
沖
合
底
引
き
網
漁
で
は
、

令
和
7
年
度
ま
で
に
震
災
前
の
6

割
に
当
た
る
水
揚
げ
量
回
復
の
目

標
を
立
て
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
国
の
漁
業
復
興

支
援
事
業
「
が
ん
ば
る
漁
業
」
を

活
用
し
、
底
引
き
船
を
新
し
く
建

造
す
る
な
ど
、
来
る
べ
き
本
格
操

業
に
備
え
て
い
ま
す
。

　

震
災
前
（
平
成
22
年
）
の
水
揚

げ
量
で
あ
る
４
、７
７
１
ト
ン（
現

在
操
業
可
能
な
23
隻
換
算
）
に
対

し
、
令
和
7
年
に
は
２
、
８
８
８

ト
ン
に
回
復
さ
せ
る
計
画
で
す
。

　

ま
た
、
小
型
船
（
約
70
隻
）
で

も
水
揚
げ
量
回
復
の
計
画
を
策
定

中
で
す
。

セリでにぎわう原釜荷捌き施設

　

県
産
の
水
産
物
は
原
発
事
故
の

後
、
魚
価
が
上
が
ら
な
い
風
評
被

害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
、
県
内
外
で
安
全
性

の
Ｐ
Ｒ
な
ど
を
継
続
し
、
令
和
元

年
に
は
県
産
の
ヒ
ラ
メ
の
鮮
魚
価

格
が
全
国
平
均
に
並
ぶ
な
ど
、
少

し
ず
つ
回
復
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

国
は
令
和
3
年
4
月
に
、
東
電

福
島
第
一
原
発
の
多
核
種
除
去
設

備
処
理
水
（
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
）

に
つ
い
て
、
2
年
程
度
の
準
備
期

間
を
置
い
た
後
の
海
洋
放
出
を
決

定
し
ま
し
た
。

　

漁
業
者
は
、
処
理
水
が
海
洋
放

出
さ
れ
れ
ば
、
消
費
者
や
市
場
な

ど
か
ら
再
び
避
け
ら
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
漁
業
者
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
者
の
理
解
を
得
ら
れ
て

い
な
い
、
と
し
て
海
洋
放
出
に
反

対
し
て
い
ま
す
。

　東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故により、甚大な被害を受けた相馬の漁業。
　原釜荷捌き施設や漁具倉庫など水産業共同利用施設の復旧と並行して、水産物の放射性物質
検査を継続しながら出漁日数を限定した「試験操業」を続けてきました。
　令和３年４月からは「本格操業」に移行するための「拡大操業」に切り替え、水揚げ量の増
加を目指しています。

●問い合わせ先　農林水産課（☎ 37-2152）

︻
拡
大
操
業
︼
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　県は、水産物の安全性確認のため「緊急時環境放射線モニタリン
グ検査」を実施しています。毎週 150 ～ 200 検体の魚介類を採取し、
放射性セシウムの検査を行っています。
　検査機関（福島県農業総合センター）では、ゲルマニウム半導体検
出器により放射性セシウムを測定します。
　この検査では、令和 3 年 11 月までに 69,796 検体を調査し、直近（令
和 3 年 1 ～ 11 月）では、99.8％で「不検出」という結果が出ています。

放射性物質検査で安全性を確認

新鮮さと味の良さ「常磐もの」を直売　磯部水産加工施設
　磯部水産加工施設の直売店（JF 相馬双葉漁協海産物直売所）は、
相双地区の近海で獲れた水産物を漁協直営店ならではの価格で提供
しています。
　相双地区の海域は、黒潮と親潮が交差する全国有数の漁場。
　水揚げ量・魚種ともに豊富で、東京築地では「常磐もの」と呼ば
れ、新鮮さと味の良さから高く評価されてきました。
　底引き網、船引き網、さし網などの漁法でとれる、ヒラメ、カレ
イ、タコ、シラス、シラウオ、ホッキ貝などをぜひ買い求めください。

　また、相馬双葉漁業協同組合は水揚げのあった日に魚
種ごとにスクリーニング検査を実施しています。
　国の基準値は 100Bq/kg ですが、同漁協ではより厳
しい 50Bq/kg に基準を設定し、検査を実施。結果報告
書や県漁連の証明書を添付し出荷しています。

●相馬双葉漁協水揚げ量の推移（平成 20 年度～令和 2 年度）

●所在地　磯部字大迎 1126 番地
●営業時間　９時 30 分～ 15 時
●定休日　火曜日
●問い合わせ先　磯部水産加工施設（JF 相馬双葉漁
協海産物直売所）（☎ 33-5111）

●合同イベントで市内周遊を促進
　令和 3 年 11 月 28 日、相馬復興市民市
場（浜の駅松川浦）、磯部水産加工施設（JF
相馬双葉漁協海産物直売所）、道の駅そう
まの 3 施設合同で市内周遊の促進を図る
イベントを開催しました。

区分 25Bq/kg
超

25Bq/kg
以下 不検出 計

平成 30 年 検体数 1 8 6,673 6,682
割合 0.01% 0.12% 99.87% 100%

令和元年 検体数 0 1 7,284 7,285
割合 0.00% 0.01% 99.99% 100%

令和 2年 検体数 0 2 9,085 9,087
割合 0.00% 0.02% 99.98% 100%

令和 3年 検体数 1 1 6,068 6,070
割合 0.02% 0.02% 99.96% 100%

●相馬双葉漁協スクリーニング検査結果
（平成 30 年～令和 3 年）

※令和 3年は 9月末現在。

水揚げ量の推移
　平成 22 年度に 18,615 トン（うち相馬所属船：13,191 トン）あった相馬双葉漁業協同組合の水揚げ量は、令
和 2 年度の時点で 3,883 トン（同：2,950 トン）で震災前の約 20％となっています。

年月日 内容

平成 24年 6月 14 日 ３魚種（ヤナギダコ、ミズ
ダコ、ツブ貝）出荷再開

平成 25 年 2月 28 日 操業海域の拡大
平成 28 年 4月 20 日 アサリ漁試験操業開始
平成 29 年 2月 1日 イシガレイ試験操業開始
平成 30 年 2月 5日 青ノリ出荷再開
令和 2年 2月 25 日 全魚種出荷可能に
令和 3年 4月 19 日 クロソイに出荷制限

令和 3年 12 月 1日 クロソイの出荷制限解除。
再び全魚種出荷可能に

●試験操業の拡大

※�基準値の 100Bq/kg ＝「放射性セシウムが 100Bq/
kg 含まれた食品」を毎日 1キログラム、1年間食べ
続けた場合、被ばくする線量は約 1ｍ Sv。年間 100
ｍ Sv 未満の低線量被ばくでは放射線による発がんの
リスクは統計的に確認されていません。
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